
各 位 

北九州市立もじ少年自然の家  

【指定管理者 玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体】 

 
 
 

食物アレルギーの対応方法と流れについて 
 

北九州市立もじ少年自然の家では、近年増加しております食物アレルギーによる事故を未然に防ぐ 

『除去食』での対応を行い、利用者の皆さまが安心してお食事できる環境を築いてまいりました。 

  令和8年度より、除去食対応に加え【 低アレルゲン献立 (*1特定原材料9品目を原則使用しない 

献立) 】でのお食事提供に取り組んでまいります。 

食物アレルギーによる対応を必要とされる場合は、下記のとおり対応食実施にむけた手続きを行って 

 まいりますので、ご協力お願い申し上げます。 

  ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に 北九州市立もじ少年自然の家 までご連絡ください。 

          *1 特定原材料そのものは使用しませんが、製造過程での混入のおそれがあるものは使用されています） 

 

 

◆ 対応の流れ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 入所近日・当日の対応及び好き嫌いの対応はできません 

 

 様式1） 「食物アレルギー対応調査シート」 提出必須 

自然の家より  

「お食事引換券確認票」を送付 

 

 

内容を確認しサインの上、自然の家へ提出 

当日の入所打合せ時に 

ピンク色の「お食事引換券」をお渡しします 

＊該当者にはアレルギー対応があること 

その内容について責任もって説明しておいてください 

 様式2）食物アレルギー対応食実施申込書 

お食事引換券確認票 

除去食希望者がいる場合 

 資料）「食堂物資配合表」を参考に 

 様式2）「食物アレルギー対応食実施申込書」を提出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  引換券 ピンク）を団体担当者からもらって、列の先頭に並ぶ 

② 食堂スタッフへ引換券 ピンク）を渡して、食事の内容を確認 

③ 食事を受け取り、引換券 黄色）をもらう 

④ 食べ終わったら、引換券 黄色）を団体担当者に渡す 


